
重要事項説明書(指定介護老人福祉施設) 

 

   令和６年４月１日から適用 

 

１ 施設の概要 

・利用施設 

施設名   群馬県知事指定介護老人福祉施設（指定番号 1070301153） 

          特別養護老人ホーム 菱 風 園 

代表者氏名 管理者 松井 泰俊 

施設所在地 〒 ３７６－０００１ 

          桐生市菱町１丁目３０１６－１ 

          電話：０２７７－４３－９９７２  FAX：０２７７－４７－４６７６ 

通常の事業の実施地域  桐生広域圏を中心に県下全域を対象 

 

  ・施設の概要 

    敷地      １４，６０５㎡ 

建物      ４，０９０.８７㎡ 

利用定員   １２０人 

居室     ４人室（３０室）        

       ※一人あたりの床面積は８．２５㎡ 

主な設備   食堂兼多目的ホール       ２２２．４６㎡ 

レクリエーションルーム      ６４．９５㎡ 

浴室（３カ所）         １２３．２３㎡ 

 

  ・職員の配置状況及び職務内容 

    管理者  １名（常勤） 

            管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

従業者  医師           ２名（非常勤） 

          生活相談員        ２名以上 

          計画担当介護支援専門員  ２名以上 

          看護職員         ４名以上 

          介護職員        ４３名以上 

          管理栄養士        ２名以上 

          機能訓練指導員      ２名以上 

          調理員          ８名以上 

事務職員         １名以上 

 

  ・職員の勤務体制 

    管理者及び介護支援専門員・生活相談員、事務員 

     平日の８：３０～１７：３０ 

    介護職員 早番  ７：００～１６：００   

         日勤  ８：００～１７：００ 

         遅番  ９：３０～１８：３０ 

         遅々 １０：３０～１９：３０  １０：００～１９：００ 

         夜勤 １６：００～１０：００ 

    看護職員 早番  ８：００～１７：００ 

         日勤  ９：３０～１８：３０ 



         当番 １０：００～１９：００ 

         オンコール体制 １９:００～８：００ 

    調理員  早番  ５：３０～１４：３０ 

         中番  ７：００～１６：００ 

         遅番 １０：００～１９：００ 

 

  ・営業日及び営業時間 

    営業日は、年間無休です。 

    営業時間は２４時間です。 

なお、連絡については通常８時３０分から１７時３０分でお受けしますが、緊急の場合には随時

対応いたします。 

 

 

２ 事業の目的及び運営の方針 

・事業の目的 

  契約者の家庭復帰を念頭に置くとともに、快適で安定した環境と介護福祉サービスを提供し、契約者が

心身の状況に応じ、可能な限り自立した自己の意思に基づく、主体的な日常生活が営めるよう支援する

ものとします。 

 

・運営方針 

ア 契約者の人格を尊重し、生活の質の向上を第一に、自己決定に基づく自立支援を通し、真に満足で

きるサービスを提供します。 

イ 契約者の意見を反映し、契約者とともに施設を運営していきます。 

ウ 地域の社会福祉資源として、多くの県民の皆様が交流できる場を提供するとともに情報提供を積極

的に進め、開かれた施設を目指します。 

エ 高齢者の介護技術、施設整備、運営等において専門性を高め、質の高いサービス提供を目指します。 

 

・サービスの流れ 

  ご契約に関する具体的なサービス内容やサービス提供方針は入所後作成する「施設サービス計画（ケア

プラン）」に定めます。 

 

①当施設の介護支援専門員は、入所前の情報から施設ケアにおける課題を明確にし、施設サービス計 

 画の原案を作成します。 

②担当介護支援専門員はサービス計画の原案について、契約者・身元保証人等に対して説明し、同意を

得た上で決定します。 

③継続的なアセスメント 気がついたこと、新たなニーズ把握等を行います。 

④実施状況の把握（モニタリング） 

定期的な入所者に対するモニタリングの結果、プランの変更があるか確認をします。 

⑤サービス担当者会議で（介護支援専門員、生活相談員、看護師、介護職、栄養士、その他必要な職 

 種）計画の検証・評価を行います。 

⑥変更した施設サービス計画書を契約者・身元保証人等に交付します。 

 

３ 施設サービスの内容 

（１）生活指導（相談援助等） 

常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談出来ます。 

（２）機能訓練（日常動作訓練） 

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。 



（３）介護サービス 

施設サービス計画に沿って以下の介護を行います。 

排泄、食事、着替え、排泄、入浴等の介助等 

おむつの交換、体位変換、シーツ交換、施設内の移動の付き添い等 

（４）健康管理支援（健康観察、治療、投薬介助他） 

当施設では、内科医師が週２回、精神科医師が月２回来園し、契約者の健康管理支援を行っていま

す。具体的には診察や健康相談、検診を行っています。 

（５）給食サービス 

食事提供時間 朝食７：４０  昼食１２:００  夕食１８：００ 

（６）特別食の提供 

おやつや療養食、食形態等を契約者の状態やご希望に合わせて提供しています。パンショップ・バ

イキング・誕生日御膳など、食を楽しむ取り組みを行っています。 

（７）余暇活動支援 

誕生会や納涼祭などの園内行事や、日々の日中活動支援を行っています。 

（８）社会参加活動支援（外出支援等） 

個別外出支援等を計画し、社会参加を支援しています。 

（９）施設サービス計画の作成 

契約者・身元保証人等の意向を確認しながらご希望に添った個別サービス計画を作成していきま

す。 

（10）行政手続代行 

   各種行政手続きを代行いたします。 

（11）日常費用支払代行 

（12）その他契約者に対する便宜の提供 

 

４ 契約者負担金 

（１）利用料及びその他の費用の額 

  別表のとおりです。 

 

５ 身元保証人及び連帯保証人 

（１）契約締結にあたり、原則、身元保証人及び連帯保証人の就任をお願いします。ただし、社会通念上、

連帯保証人を立てることが困難な場合にあってはこの限りではありません。 

（２）身元保証人については、できる限り、これまでの暮らしの中で最も身近にいて共に生活されてきた

方、または入園前に介護をされていた方にお願いいたします。 

（３）身元保証人・連帯保証人は、契約者の利用料等の経済的な債務について、契約者と連携の上、その

債務の履行義務を負うことになります。債務の極度額については、1,000 千円とし、身元保証人・

連帯保証人で分担して履行することができます（それぞれ 500千円）。これに加え、契約者の入退

院や他施設移行などの事情が発生した場合は事業者と連携して手続きが円滑に遂行できるよう協力

をお願いします。 

（４）長期入院や加齢・体調等により身元保証人の責務継続が難しい場合は、あらかじめ擁立した代理人、

またはその他のご家族等が身元保証人に就任していただきます。連帯保証人の責務についての継続

が難しい状況が起きた場合は、債券法（民法）を適用し対応させていただきます。 

（５）施設利用に係る計画書・利用料金の変更については、事業者が身元保証人様に口頭または文書等で

説明させていただき、同意をいただくことになりますのでご協力をお願いいたします。 

 

６ 個人情報の取り扱い 

（１） 職員は、業務中知り得た契約者及び身元保証人等の秘密を遵守いたします。また、身元保証人等

の秘密を遵守させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職



員との雇用契約の内容とします。 

（２） 医療機関への入院、または他の介護保険サービスを利用する場合においては（１）によらず、契

約者の健康状態や日常生活介助状況の個人情報を関係機関へ情報提供します。 

（３） 福祉人材育成のため、学生等の実習生やボランティアを受け入れております。 

（４） 契約者や身元保証人等の希望により、介護サービス提供記録を開示します。 

（５） 施設内での生活の様子や外出時の様子などを園内掲示板やインターネットホームページ上等に掲

示または掲載させていただきます。また外部監査・検査への情報提供、調査等への情報提供、事

件への協力、新聞等メディアへの情報提供をさせて頂く場合もあります。 

 

※掲示または掲載について □同意します  □同意できません 

 

７ 緊急時の対応方法 

（１）速やかに管理者及び主治医に報告するとともに、適切に対応し、身元保証人等に連絡します。 

 （２）入院された場合のベッドは、一時的または緊急的な理由により短期入所等で他の利用者に使用頂く

場合がありますが、帰園が決定された段階で速やかに現状復帰します。 

 （３）入院手続き及び入院中の対応につきましては、身元保証人等でお願いします。 

 

８ 非常災害時の対策 

管理者は、防火管理者等を定め、災害事故防止と契約者の安全確保に努めていきます。 

 

９ 苦情処理の体制 

契約者からの苦情に対応する常設の窓口。 

   担当者    生活支援ＧＬ 吉田 昌代 

          生活支援ＳＬ 中山 雅史 

             電 話：０２７７－４３－９９７２ 

             ＦＡＸ：０２７７－４７－４６７６ 

 

    ※なお、以下に苦情を申し立てることもできます。 

 

    特別養護老人ホーム菱風園第三者委員 

    現第１７区長  二渡 武雄  電 話：０２７７－４３－３２５６ 

元第１７区長  島﨑 雄夫  電 話：０２７７－４３－２３６０ 

 

   群馬県社会福祉事業団苦情解決第三者委員  

            岩崎 秋雄  電 話：０２７９－２３－８９７５ 

            忠地久美子  電 話：０２７０－６２－００９４ 

   

   福祉サービス運営適正化委員会  電 話：０２７－２５５－６６６９ 

 

   群馬県国民健康保険団体連合会  電 話：０２７－２９０－１３２３（苦情相談専用） 

     

   桐生市役所 長寿支援課     電 話：０２７７－４６－１１１１ 

 

10 虐待防止のための取り組み 

  事業者は、契約者の生命、財産等の安全を確保するため職員教育を中心とした虐待防止に取り組みます。 

  また、契約者に対する虐待が疑われる事案については、高齢者虐待防止法に従い、すべて自治体または



保険者に通報すると共に適切に対応いたします。 

 

11 リスクマネジメント体制の整備 

  事業者は、想定される様々なリスクに対応するために施設内にリスクマネジメント担当者を配置し、契

約者及び事業所全体のリスクへの対応強化を図ります。 

 

12 事故発生時の対応 

万一事故が発生した場合には、速やかに身元保証人等および関係市町村等に連絡するとともに、事

故にあわれた方の救済、事故拡大の防止など必要な措置を講じます。 

    また、契約者に賠償すべき事故が発生した場合には、誠意をもって速やかに損害賠償を行います。 

 

13  第三者によるサービスの評価 

   提供するサービスに係る第三者評価は行っていません。 

 

14 サービス利用にあたっての留意事項 

    指定場所以外での喫煙、迷惑行為、宗教活動や政治活動については禁止とさせて頂きます。 

    居室・設備・器具の使用については、目的や用途以外の使用は禁止となります。 

    面会は通常８：３０～１９：００を目安にお願い致します。 

    外出については、外出前に外出届けのご記入と提出をお願いします。 

    嘱託医以外の医療機関への受診については、ご家族対応（嘱託医の指示がある場合は園対応）とさ

せて頂きます。 

    携帯電話や金品の管理等については施設では関与いたしかねますことをご了承ください。 

 

15 事業者の概要 

   名 称 群馬県社会福祉事業団 

   法 人 種 別  社会福祉法人 

   法人本部所在地  群馬県前橋市新前橋町 13-12 

   連 絡 先 027-255-6270 

   その他の特別養護老人ホーム運営事業  

特別養護老人ホーム髙風園 

            特別養護老人ホーム髙風園「そめやの里」 

特別養護老人ホーム明風園 

             

16 その他 

重要事項説明書と同時に契約書にも署名・押印し、それをもって契約開始とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 指定介護老人福祉施設・特別養護老人ホーム菱風園のサービスの開始にあたり、契約者・身元保証人等に

対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。 

 

事 業 者 所在地   桐生市菱町 1丁目３０１６－１ 

      名 称   特別養護老人ホーム菱風園 

            代表者名  園長   松井 泰俊     印 

 

説 明 者  所 属   生活支援グループ 

       職氏名   介護支援専門員                    印 

              

 

 

 

 私は、契約書及び本書を受領し、事業者から特別養護老人ホーム菱風園についての重要事項の説明を受け

同意し、本書面を受領しました。 

 

 令和  年  月  日 

 

契約者    住 所  

 

                氏 名                   印 

 

         身元保証人 住 所  

 

               氏 名                   印 

＊保証極度額 1,000千円（連帯保証人を擁立する場合は 500千円） 

 

署名代行者（身元保証人と同一の場合は記載不要） 

 住 所 

       氏 名                  印 

 

代理人（法定後見人等または第 27条に定める代理人を選定する場合） 

   住 所 

氏 名                  印 

 

         連帯保証人 住 所 

               氏 名                  印 

＊連帯保証極度額 500千円 

 


